
を

医療保険制度の運 ・医

支

療費適正化をめざし、

え

特定健診などによる生

る

活習慣病の早期発見・

保

早期治療、レセプト点

健

検及び療養費の二次点

医

検の
実施、ジェネリッ

療

ク医薬品の利用促進な

の

どを通じて医療費の抑

推

制に努める。
営

・平成

進

30年度に実施された

上

国民健康保険制度運営

位

の都道府県単位化を踏

政

まえ、財政運営の責任

策

主体である東京都とと

0

もに
その運営に取り組

4

む。

健康で幸せにすごせるまち

施策統括課 健康課 施策統括課長名 遠藤　毅彦

関連課 福祉総務課、健康課、保険年金課

関連する (都)保健医療計画、(都)北多摩北部保健医療圏地域保健医療推進プラン、(市)地域福祉計画（第3次改定版）、(市)健康増進計

個別計画等 画（第2次）、(市)第2期国民健康保険特定健康診査・特定保健指導実施計画、(市)国民健康保険データヘルス計

施

画

健康増進計画「わく

策

わく健康プラン東くる

評

め（第2次）」の推進

価

、健康増進・サポート

表

事業
予定計画事業

・だ

(

れもが健康でいきいき

2

とした生活を続けられ

9

るよう、各種健診や健

年

康増進のための保健事

度

業を促進し、市民が自

実

ら行
施策に対する

う健

績

康づくりを積極的に支

評

援するとともに、安心

価

して適切な医療が受け

と

られるよう、地域医療

3

サービスの充実に努め

1

る。
基本的な考え方

・

年

医療保険制度、生活保

度

護などの適正な運営に

方

努め、市民生活の安定

針

と自立の促進を図る。

)

（第4次長期

総合計画

１

より）

基本事業名（1

　

～3） 第4次長期総合

施

計画における方向性
・

策

高度化、多様化する医

の

療ニーズに対応し、地

概

域の実情にあった医療

要

を安全に提供するため

（

、各関連機関や保健医

第

療圏内
10-01 との

4

連携強化を図る。

保健

次

医療体制の充 ・医師会

長

・歯科医師会・薬剤師

期

会とともに、医療に関

総

する情報提供の充実に

合

努め、身近な地域で相

計

談や診療を受けられる

画

よう、かかりつけ医・

（

歯科医・薬局の定着の

後

促進を図る。
実

・健康

期

寿命を延ばすことを目

：

標に、あらゆる年代が

2

自らの健康に対する意

8

識を高め、活動を継続

年

していけるよう、地域

度

で
10-02 の健康づ

～

くりの環境整備を市民

3

と協働で推進する。

健

2

康づくりの推進 ・予防

年

接種事業の法定化など

度

の動向に注視し、生活

）

習慣病の早期発見・早

に

期治療のため、特定健

掲

診・保健指導の充実と

げ

継
続受診率の低い若い

る

世代を含めた受診率向

事

上に努める。
・心の健

項

康に関する正しい知識

）

の普及と、相談窓口な

施

どの情報提供を行う。

策

・市民が安心して国民

名

健康保険制度を利用で

1

きるよう、情報提供に

0

取り組むとともに、財

健

政の安定化のために、

や

適切な保
10-03 険

か

給付及び保険税賦課を

な

行い、税の収納率の向

生

上に努めながら、公正

活

な制度の運営を行う。



期総合計画における方向性
・関係機関と連携し、要保護者の実態と必要な支援の把握に努め、生活保護制度の適切な運営を図る。

10-04 ・生活困窮者自立支援法に基づき、自立相談支援事業や住居確保給付金支給事業に取り組み、自立に向けた支援を推進す

生活の安定と自立 る。
・自立支援のための相談体制の充実を図るとともに、福祉部門をはじめとした庁内関係部局との連携体制、地域福祉コー

に向けた支援
ディネーターとの連携、並びにハローワークと一体となった就労支援体制の強化に取り組む。

２　施策の成果指標と実績

No 成果指標 単位 27年度実績 28年度実績 29年度実績

心身ともに健康であると感じている市民の割
1 ％ 68. 2 65. 8 69. 1

合

安心して国民健康保険制度･後期高齢者医療
2 ％ 66. 5 69. 7 69. 3

制度が利用できると感じている市民の割合

健康診査（特定健診・後期高齢者健診）の

１

受
3 ％ 52. 8 53

　

. 1 53. 2
診率

施

生活保護の受給率
4 ‰

策

20. 5 19. 9

の

19. 9

5

３　施策

概

内事務事業数と施策の

要

コスト

項目 単位 27年

（

度実績 28年度実績 2

第

9年度実績

本施策を構

4

成する事務事業数 本 5

次

1 52 50

トータルコ

長

スト 千円 16,488

期

,323 16,147

総

,628 15,988

合

,733

　　　　　　

計

　　　　　　事業費（

画

内書き） 千円 16,1

（

61,110 15,7

後

94,549 15,6

期

40,995

　　　　

：

　　　　　　　　人件

2

費（内書き） 千円 32

8

7,213 353,0

年

79 347,738

度～32年度）に掲げる事項）

基本事業名（4～5） 第4次長



を

部改正による本市の自

安

殺対策計画策定にあた

全

り、平
保健指導、予防

に

接種などを実施し、受

拡

診率・接種率向上へ 成

大

30年度は実態調査お

や

よび庁内連絡会を設置

健

、平成31年度は協議

康

会を設置して
向けた取

危

り組みを積極的に行う

機

とともに、うつ傾向や

管

不安 計画策定を行い、

理

市民のこころの健康づ

事

くりの推進を図る。
の

案

強い人の割合を減らす

の

ための心の健康づくり

変

が必要であ
2 る。

・国

容

民健康保険・後期高齢

等

者医療制度は国民皆保

に

険の中核 ・財政運営の

４

よ

面では、保険者努力支

る

援制度を中心としたイ

様

ンセンティブ確保に
と

々

なる医療保険である。

な

国民健康保険被保険者

環

は農業や自 努める。ま

境

た、医療費の面では、

変

特定健診等による生活

化

習慣病の早期発見・早

に

営業従事者から、年金

　

提

受給者、被用者とその

供

家族、無職の 期治療、

で

レセプト点検、柔道整

き

復等の二次点検の実施

る

、ジェネリック医薬品

よ

の
人等へと、その構成

う

が変わってきている。

、

被保険者の特徴 利用促

各

進に加え、重複頻回受

関

診への対応、第三者行

基

連

為の求償、などを通じ

機

て適
は、高齢者が多い

関

こと、所得水準が相対

や

的に低いこと、な 正化

保

に努める。
どが挙げら

健

れ、団塊の世代を中心

医

とした層の増加による

療

高 ・加えて、国保制度

圏

の面では、平成30年

内

度に実施された国保運

本

と

営の都道府県単
齢化の

の

進展、医療技術の進歩

連

等に伴う医療費の増大

携

に加え 位化を踏まえ、

強

事務の効率化などその

化

適切な対応を図る。
、

を

被用者保険加入対象の

図

拡大から非常に厳しい

る

財政運営を
強いられて

。

いる。
・課題として、

事

も

平成30年度の国保制

適

度改革以降、被保険者

応

への影響が過度になら

で

ないよう、いかに「解

き

消・削減すべ
3 き赤字

る

」を計画的に減らしな

保

がら税率改定の在り方

健

を検討
していくかが重

医

要である。

療

業

体制の地域基盤づくり

に

が重要となっ ・市民の

つ

日常的な治療や診断、

い

健康管理から必要に応

て

じた専門医の紹介まで

（

、
ており、より専門的

1

・高度な医療の提供を

～

確保するため、 気軽に

3

相談できる身近な存在

）

であるかかりつけ医・

現

歯科医・薬局の定着の

状

促進
東京都や北多摩北

と

部医療圏内と一層の連

課

携強化を図る必要 を図

題

る。
がある。 ・また、

3

三師会（医師会・歯科

1

医師会・薬剤師会）や

年

医療機関と連携し、医

度

療
・また、当医療圏の

に

枠組みの中で医療施設

向

が少ない本市で に関す

け

る情報提供の充実に努

た

めるとともに、休日医

方

科・歯科診療・準夜間

向

診療
は、初期医療の基

性

盤であるかかりつけ医

・

・歯科医・薬局の 体制

少

の整備や平日準夜間小

子

児初期救急医療を実施

高

していく。
定着の促進

齢

を図るとともに、休日

化

医科・歯科診療・準夜

、

間
診療体制の整備や平

ラ

日準夜間小児初期救急

イ

医療の実施に取
り組む

フ

等、医師会や医療機関

ス

との連携を図り、市民

タ

が安心
1 できる地域医

イ

療のさらなる充実が求

ル

められている。

・生活

の

習慣の多様化や高齢化

多

による、生活習慣病、

様

要介護 ・東久留米市健

化

康増進計画「わくわく

、

健康プラン東くるめ（

非

第2次）」に基づ
者の

感

増加、また、うつなど

染

の精神疾患の増加が社

性

会問題と き、健康寿命

疾

を延ばすことを目標に

患

、あらゆる年代が自ら

の

の健康に対する意識
な

・

っている中で、「健康

高

寿命」を延ばすために

度

は、市民と を高め、活

化

動を継続していけるよ

・

う、地域での健康づく

多

りの環境整備を健康づ

様

地域と市が一体となる

化

ことが必要である。市

す

民が自ら生活 くり推進

る

員とともに推進する。

医

習慣を改善し、健康増

療

進への意識を高めると

ニ

ともに、医療 ・予防接

ー

種事業の法定化などの

ズ

動向に注視し、接種率

に

の向上に努めるととも

対

に
機関や地域と連携し

応

、個人が取り組みやす

し

い健康づくりの 、生活

、

習慣病の早期発見・早

地

期治療のため、特定健

域

診・保健指導の充実と

の

継続
ための環境整備、

実

健康教育などの充実が

情

求められている。 受診

に

率の低い若い世代を含

あ

めた受診率向上に努め

っ

る。
・また、生活習慣

た

病や疾病を未然に防ぐ

医

ため、特定健診や ・自

療

殺対策計画基本法の一



済的自立に向けた就労支援を実施する
ほぼ同水準であり、人員数はやや微減傾向にある。 とともに、就労の阻害要因の無い世帯に対しては積極的に就労を促していく。
・稼働年齢層を含む世帯については就労支援により自立で ・また、高齢者世帯、傷病者世帯等については、必要な行政サービスが受けら
きたケー

４

スが見られ、高齢者世

　

帯においても年金受給

基

資格 れるよう、ケース

本

ワーカーを中心に支援

事

していく。
の短縮化に

業

伴う支給の手続の支援

に

を必要に応じて行った

つ

。 ・さらに、生活保護

い

に至る前の生活困窮者

て

に対しては、自立相談

（

支援を活用し
・しかし

4

ながら、高齢者世帯に

～

ついては依然として増

5

加傾 、安定した生活に

）

向けた支援を図ってい

現

く。
向が続いており、

状

生活保護世帯の高齢化

と

が進んでいる。
・引き

課

続き就労支援を中心と

題

した自立支援の取り組

3

みを組
織的に行い、生

1

活保護世帯の自立及び

年

生活保護費全体の縮
減

度

に努める必要がある。

に

4

5

５　31年度に向

向

けた施策方針

・高度化

け

・多様化する医療ニー

た

ズへの対応及び三師会

方

を含めた各医療関連機

向

関との連携を強化し、

性

地域の実情に則した医

・

療の提

供と医療に関す

平

る情報提供の充実を図

成

る。

・東久留米市健康

2

増進計画「わくわく健

9

康プラン東くるめ（第

年

2次）」に基づき、健

度

康づくりを推進する。

末

・予防接種率及び特定

現

健診・特定保健指導の

在

受診率向上に努める。

に

・市自殺対策計画につ

お

いて、平成30年度に

い

実態調査、平成31年

て

度に計画策定し、平成

、

32年度以降に実施で

生

きるよう準備する。

・

活

保険医療制度の運営に

保

ついては、高齢者世代

護

、現役世代が、将来に

世

わたり安心して保険制

帯

度を利用できるよう、

数

被保険者に対

して適正

は

な保険料（税）賦課及

前

び保険給付を行い、引

年

き続き、適正な制度運

度

営に努める。

・国民健

と

康保険においては、平

・

成30年度に実施され

稼

た制度改正を踏まえ、

働

適切に対応していく。

年

・生活に関する相談支

齢

援体制の充実を図るた

層

めに、生活困窮者自立

を

支援制度による支援相

含

談員と生活保護法によ

む

る面接相談員と

の連携

世

強化を図り、地域福祉

帯

コーディネーター等と

に

も協力し、包括的な支

対

援を実施していく。

６

し

　31年度の施策の位

て

置づけ 重点施策以外

は、経


